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【国際特許分類】
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【ＦＩ】
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【誤訳訂正書】
【提出日】平成20年10月10日(2008.10.10)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信システムにおいて、
　　“ｎ”を時間スロットの指標として、時間スロット“ｎないしｎ＋２”の間に発生す
るダウンリンク共用チャネル上の伝送を受信する第１の移動局を、時間スロット“ｎ－３
”において、選択することと、
　　時間スロット“ｎ＋３ないしｎ＋５”の間に発生する前記ダウンリンク共用チャネル
上の伝送を受信する第２の移動局を、前記時間スロット“ｎ－３”において、選択するこ
とと、
　　時間スロット“ｎ＋１ないしｎ＋２”の間に発生する前記第２の移動局への伝送のた
めの、ダウンリンク共用制御チャネルの伝送電力レベルを、判断することと、
　　少なくとも、前記時間スロット“ｎ＋１ないしｎ＋２”の間に発生する伝送のための
前記ダウンリンク共用制御チャネルの前記判断された伝送電力レベルに基づいて、前記時
間スロット“ｎないしｎ＋２”の間に発生する伝送のための前記ダウンリンク共用チャネ
ルの伝送電力レベルを、判断することと、
　を含む方法。
【請求項２】
　前記判断された伝送電力レベルで、前記時間スロット“ｎないしｎ＋２”の間に、前記
ダウンリンク共用チャネル上で、前記第１の移動局へ伝送すること、
　をさらに含む請求項１記載の方法。
【請求項３】
　時間スロット“ｎ”において、前記第２の移動局でチャネル状態を評価して、前記第２
の移動局が、前記時間スロット“ｎ＋３ないしｎ＋５”の間の前記ダウンリンク共用チャ
ネル上の次の伝送のための最良の候補であるかどうかを判断すること、
　をさらに含む請求項１記載の方法。
【請求項４】
　第３の移動局を、前記時間スロット“ｎ＋３ないしｎ＋５”の間の前記ダウンリンク共
用チャネル上の伝送を受信するための最良の候補として選択すること、
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　をさらに含む請求項３記載の方法。
【請求項５】
　前記時間スロット“ｎ＋１ないしｎ＋２”の間に、前記ダウンリンク共用制御チャネル
上で、前記第３の移動局へ伝送すること、
　をさらに含む請求項４記載の方法。
【請求項６】
　通信システムにおいて、
　　“ｎ”を時間スロットの指標として、時間スロット“ｎないしｎ＋２”の間に発生す
るダウンリンク共用チャネル上の伝送を受信する第１の移動局を、時間スロット“ｎ－３
”において、選択するための手段と、
　　時間スロット“ｎ＋３ないしｎ＋５”の間に発生する前記ダウンリンク共用チャネル
上の伝送を受信する第２の移動局を、前記時間スロット“ｎ－３”において、選択するた
めの手段と、
　　第２の時間スロット“ｎ＋１ないしｎ＋２”の間に発生する前記第２の移動局への伝
送のための、ダウンリンク共用制御チャネルの伝送電力レベルを判断するための手段と、
　　少なくとも、前記時間スロット“ｎ＋１ないしｎ＋２”の間に発生する伝送のための
前記ダウンリンク共用制御チャネルの前記判断された伝送電力レベルに基づいて、前記時
間スロット“ｎないしｎ＋２”の間に発生する伝送のための前記ダウンリンク共用チャネ
ルの伝送電力レベルを判断するための手段と、
　を含む装置。
【請求項７】
　前記判断された伝送電力レベルで、前記時間スロット“ｎないしｎ＋２”の間に、前記
専用共用チャネル上で、前記第１の移動局へ伝送するための手段、
　をさらに含む請求項６記載の装置。
【請求項８】
　時間スロット“ｎ”において、前記第２の移動局でチャネル状態を評価して、前記第２
の移動局が、前記時間スロット“ｎ＋３ないしｎ＋５”の間の前記ダウンリンク共用チャ
ネル上の次の伝送のための最良の候補であるかどうかを判断するための手段、
　をさらに含む請求項７記載の装置。
【請求項９】
　第３の移動局を、前記時間スロット“ｎ＋３ないしｎ＋５”の間の前記ダウンリンク共
用チャネル上の伝送を受信するための最良の候補として選択するための手段、
　をさらに含む請求項８記載の装置。
【請求項１０】
　前記時間スロット“ｎ＋１ないしｎ＋２”の間に、前記ダウンリンク共用チャネル上で
、前記第３の移動局へ伝送するための手段、
　をさらに含む請求項９記載の装置。
【請求項１１】
　通信システムにおいて、
　　“ｎ”を時間スロットの指標として、時間スロット“ｎないしｎ＋２”の間に発生す
るダウンリンク共用チャネル上の伝送を受信する第１の移動局を、時間スロット“ｎ－３
”において、選択し、かつ、時間スロット“ｎ＋３ないしｎ＋５”の間に発生する前記ダ
ウンリンク共用チャネル上の伝送を受信する第２の移動局を、時間スロット“ｎ－３”に
おいて、選択するためのプロセッサと、
　　前記プロセッサと通信するように結合されたデータレートおよび電力レベルセレクタ
ーであって、時間スロット“ｎ＋１ないしｎ＋２”の間に発生する前記第２の移動局への
伝送のための、ダウンリンク共用制御チャネルの伝送電力レベルを判断し、かつ、少なく
とも、前記時間スロット“ｎ＋１ないしｎ＋２”の間に発生する伝送のための前記ダウン
リンク共用制御チャネルの前記判断された伝送電力レベルに基づいて、前記時間スロット
“ｎないしｎ＋２”の間に発生する伝送のための前記ダウンリンク共用チャネルの伝送電
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力レベルを判断するためのデータレートおよび電力レベルセレクターと、
　を含む送信機。
【請求項１２】
　　前記データレートおよび電力セレクターに通信で結合された変調器、信号拡散器、お
よび増幅器であって、前記判断された伝送電力レベルで、前記時間スロット“ｎないしｎ
＋２”の間に、前記ダウンリンク共用チャネル上で、前記第１の移動局へ伝送するための
変調器、信号拡散器、および増幅器、
　をさらに含む請求項１１記載の送信機。
【請求項１３】
　前記プロセッサが、時間スロット“ｎ”において、前記第２の移動局でチャネル状態を
評価して、前記第２の移動局が、前記時間スロット“ｎ＋３ないしｎ＋５”の間の前記ダ
ウンリンク共用チャネル上の次の伝送のための最良の候補であるかどうかを判断するよう
に構成されている、請求項１２記載の送信機。
【請求項１４】
　前記プロセッサが、第３の移動局を、前記時間スロット“ｎ＋３ないしｎ＋５”の間の
前記ダウンリンク共用チャネル上の伝送を受信するための最良の候補として選択するよう
に構成されている、請求項１３記載の送信機。
【請求項１５】
　前記変調器、信号拡散器、および増幅器が、時間スロット“ｎ＋１ないしｎ＋２”の間
に、前記ダウンリンク共用制御チャネル上で、前記第３の移動局へ伝送するように構成さ
れている、請求項１４記載の送信機。
【請求項１６】
　通信システムにおいて、
　　第１の時間期間の前の時間において、前記第１の時間期間の間に発生するダウンリン
ク共用チャネル上の伝送を受信する第１の移動局を、選択することと、
　　第２の時間期間の前の時間において、前記第２の時間期間の間に発生するダウンリン
ク共用チャネル上の伝送を受信する第２の移動局を、選択することと、
　　前記第１の時間期間とオーバーラップしている時間期間の間に発生する前記第２の移
動局への伝送のためのダウンリンク共用制御チャネルの伝送電力レベルを判断することと
、
　　少なくとも、前記第１の時間期間とオーバーラップしている前記時間期間の間に発生
する伝送のための前記ダウンリンク共用制御チャネルの前記判断された伝送電力レベルに
基づいて、前記第１の時間期間の間に発生する伝送のための前記ダウンリンク共用チャネ
ルの伝送電力レベルを判断することと、
　を含む方法。
【請求項１７】
　前記判断された伝送電力レベルで、前記第１の時間期間の間に、前記ダウンリンク共用
チャネル上で、前記第１の移動局へ伝送すること、
　をさらに含む請求項１６記載の方法。
【請求項１８】
　前記第１の時間期間の前の時間か、またはその間において、前記第２の移動局でチャネ
ル状態を評価して、前記第２の移動局が、前記第２の時間期間の間の前記ダウンリンク共
用チャネル上の次の伝送のための最良の候補であるかどうかを判断すること、
　をさらに含む請求項１６記載の方法。
【請求項１９】
　第３の移動局を、前記第２の時間期間の間の前記ダウンリンク共用チャネル上の伝送を
受信するための最良の候補として選択すること、
　をさらに含む請求項１８記載の方法。
【請求項２０】
　前記第１の時間期間とオーバーラップしている前記時間期間の間に、前記ダウンリンク
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共用制御チャネル上で、前記第３の移動局へ伝送すること、
　をさらに含む請求項１９記載の方法。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１５
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１５】
　基地局によって用いられる送信機300内のプロセッサ390は、本発明の種々の実施形態に
したがって種々の移動局へのＤＳＣＨの伝送をスケジュールする。プロセッサ390は、“
ｎ”を時間スロットの指標として、時間スロット“ｎないしｎ＋２”の間のＤＳＣＨ上の
伝送を受信する第１の移動局を、時間スロット“ｎ－３”において、選択する。本発明の
実施形態にしたがって、プロセッサ390は、時間スロット“ｎ＋３ないしｎ＋５”の間の
ＤＳＣＨ上の伝送を受信する第２の移動局も、ほぼ同時に選択する。データレートおよび
電力レベルセレクター303は、時間スロット“ｎ＋１ないしｎ＋２”の間の第２の移動局
への制御情報の伝送のためのＤＳＣＣＨの伝送電力レベル、を判断する。判断される電力
レベルは、第２の移動局から受信した前のフィードバック情報に基づく。本発明の実施形
態にしたがって、データレートおよび電力レベルセレクター303は、少なくとも、時間ス
ロット“ｎ＋１ないしｎ＋２”の間の第２の移動局へのＤＳＣＣＨの判断された伝送電力
レベルに基づいて、時間スロット“ｎないしｎ＋２”上での第１の移動局への伝送の間に
おけるＤＳＣＨの伝送電力レベルを判断する。送信機300は、時間スロット“ｎないしｎ
＋２”の間に、ＤＳＣＨ上で、判断された電力レベルで、第１の移動局へ伝送する。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１７】
　概説するならば、通信システム100では、基地局101内のプロセッサ390は、第１の時間
期間401の前の時間において、第１の時間期間401の間のＤＳＣＨ上の伝送を受信する第１
の移動局を、選択する。第１の時間期間401の前の時間では、第２の時間期間402の間のＤ
ＳＣＨ上の伝送を受信する第２の移動局も、選択される。データレートおよび電力レベル
セレクター303は、第１の時間期間401とオーバーラップしている時間期間403の間の第２
の移動局への伝送のためのＤＳＣＣＨの伝送電力レベルを、判断する。データレートおよ
び電力レベルセレクター303は、本発明の実施形態にしたがって、第１の時間期間401とオ
ーバーラップしている時間期間403の間の、少なくとも、ＤＳＣＣＨの判断された伝送電
力に基づいて、第１の時間期間401の間の伝送のためのＤＳＣＨの伝送電力レベルを判断
する。送信機300は、第１の時間期間401の間に、ＤＳＣＨ上で、判断された伝送電力レベ
ルで、第１の移動局へ伝送する。プロセッサ390は、第１の時間期間401の前の時間におい
て、第２の移動局におけるチャネル状態を評価し、第２の移動局が、第２の時間期間402
の間のＤＳＣＨ上の次の伝送のための最良の候補であるかどうかを判断する。チャネル状
態が、第３の移動局が第２の時間期間402の間のＤＳＣＨ上の伝送を受信するのに、より
良好であるときは、第２の時間期間402の間のＤＳＣＨ上の伝送を受信するための最良な
候補として、第３の移動局を選択する。送信機300は、選択された変調方式および変調順
序にしたがってＤＳＣＨ上で第３の移動局へ伝送するのに、第２の時間期間402を選択す
ることを、第３の移動局へ知らせるために、第１の時間期間401とオーバーラップしてい
る時間期間403の間に、ＤＳＣＣＨ上で、第３の移動局へ伝送する。
【誤訳訂正４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２０
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【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２０】
　本明細書に記載されている実施形態と関係して開示されている方法またはアルゴリズム
のステップは、ハードウエア、プロセッサによって実行されるソフトウエアモジュール、
または組合せにおいて直接に具現される。ソフトウエアモジュールは、ＲＡＭメモリ、フ
ラッシュメモリ、ＲＯＭメモリ、ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭメモリ、レジスタ、ハ
ードディスク、取り外し可能なディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、またはこの技術において知られ
ている他の形態の記憶媒体内にあってもよい。例示的な記憶媒体はプロセッサに結合され
、したがって、プロセッサは、記憶媒体から情報を読み出し、記憶媒体へ情報を書込むこ
とができる。その代りに、記憶媒体はプロセッサと一体構成であってもよい。ＡＳＩＣは
、ユーザ端末内にあってもよい。その代りに、プロセッサおよび記憶媒体は、ディスクリ
ートな構成要素として、ユーザ端末内にあってもよい。
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